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令 和 ６ 年 第 ２ 回 

野田市議会定例会付議事件一覧 

 

報告第１号～第３号 専決処分の報告について 

 

議案第１号 令和６年度野田市一般会計予算 

 

議案第２号 令和６年度野田市国民健康保険特別会計予算 

 

議案第３号 令和６年度野田市介護保険特別会計予算 

 

議案第４号 令和６年度野田市後期高齢者医療特別会計予算 

 

議案第５号 令和６年度野田市水道事業会計予算 

 

議案第６号 令和６年度野田市下水道事業会計予算 

 

議案第７号 野田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

・市民税の減免の申請期限を個人の市民税と併せて賦課徴収される森林環境税の免除の申請期

限に合わせるため、所要の改正をしようとするもの 

(1) 改正内容 

第３５条第２項中「納期限前５日」を「、納期限」に改める。 

(2) 施行期日 令和６年４月１日 

(3) 経過措置 この条例による改正後の規定は、令和６年４月２日以後に納期限が到来する市

民税について適用する。 

 

議案第８号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例の制

定について 

・地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員の勤勉手当に関する規定を整備するととも

に、人事院勧告及び諸般の事情を考慮し、会計年度任用職員の期末手当の支給割合を改定し

ようとするもの 

(1) 主な改正内容 

① 会計年度任用企業職員の勤勉手当等の取扱いを会計年度任用職員と同様とするもの（第

１条） 

② 基準日に育児休業をしている職員の勤勉手当の支給対象に会計年度任用職員を追加する

もの（第２条） 

③ 会計年度任用職員の勤勉手当の新設及び期末手当の支給割合の改定 
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 現行 改正後 

勤勉手当 
－ １．０２５月を２回 

（計２．０５月） 

期末手当 
１．２７５月を２回 

（計２．５５月） 

１．２２５月を２回 

（計２．４５月） 

(2) 施行期日 令和６年４月１日 

 

議案第９号 野田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

・建築基準法施行令等の一部改正に伴い、建築関係手数料に関する規定を整備するとともに、

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、消防関係手数料に関する規定

を整備しようとするもの 

(1) 改正内容 

  ① 建築関係手数料 

 ア 建築基準法施行令第１３７条の１２第６項又は第７項の規定による建築物に対する制

限の適用除外に関する大規模の修繕又は大規模の模様替に係る認定の申請に対する審査

の手数料の規定を追加する。 

 イ 引用する法律名である「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築

物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。 

② 消防関係手数料 

消防法第１１条第１項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査に係

るもののうち、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設

置の許可の申請に係る審査の手数料の額を引き上げる。 

(2) 施行期日 令和６年４月１日 

 

議案第10号 野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正す

る法律による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一

部改正に伴い、所要の改正をしようとするもの 

(1) 改正内容 

第４条第１項及び第３項並びに第５条第１項において引用する行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第２の第２欄に掲げる事務の規定を「特

定個人番号利用事務」に、同表の第４欄に掲げる特定個人情報を「利用特定個人情報」に改

める。 

(2) 施行期日 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の

一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日 

 

議案第11号 野田市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 ・千葉県が示す標準保険料率との乖
か い

離を縮小することを目的として保険料率を改定するととも

に、国民健康保険法及び国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、退職被保険者等、後期高

齢者支援金等賦課限度額及び軽減判定所得に関する規定等を整備しようとするもの 
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 (1) 主な改正内容 

① 均等割額の引上げ 
  基礎賦課分 ８，４００円⇒１６，６００円 
  後期高齢者支援金等賦課分 １１，６００円⇒１２，９００円 
② 退職者医療制度の廃止に伴う退職被保険者等に関する規定の整備 
③ 後期高齢者支援金等賦課限度額の引上げ 

  ２２０，０００円⇒２４０，０００円 

④ 軽減判定所得の引上げ 

区分 改正前 改正後 

５割軽減

基準額 

基礎控除額（43 万円）＋29 万円×

被保険者数＋10 万円×（給与所得者

等の数－1） 

基礎控除額（43 万円）＋29.5 万円

×被保険者数＋10 万円×（給与所得

者等の数－1） 

２割軽減

基準額 

基礎控除額（43 万円）＋53.5 万円

×被保険者数＋10 万円×（給与所得

者等の数－1） 

基礎控除額（43 万円）＋54.5 万円

×被保険者数＋10 万円×（給与所得

者等の数－1） 

 (2) 施行期日 令和６年４月１日 

 (3) 経過措置 改正後の野田市国民健康保険条例第６章の規定は、令和６年度以後の年度分の

保険料について適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

 

議案第12号 野田市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

・空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするもの 

(1) 主な改正内容 

① 法において「管理不全空家等」の区分が新設されたことに伴い、現行条例の「管理不全

な状態の空家等」の定義を「準管理不全空家等」に改める。 

 ② 「準管理不全空家等」、「管理不全空家等」及び「特定空家等」に対する措置について

規定する。 

③ 引用する空家等対策の推進に関する特別措置法の条項番号のずれを改める。 

(2) 施行期日 公布の日 

 

議案第13号 野田市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

・野田市営川間体育館の廃止に伴い、所要の改正をしようとするもの 

(1) 改正内容 

第３条の表及び別表から野田市営川間体育館の規定を削る。 

(2) 施行期日 令和６年４月１日 

 

議案第14号 野田市立あおい空の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、所要の改
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正をするとともに、利用料金制の導入に伴い、利用料金に関する規定を追加しようとするも

の 

(1) 主な改正内容 

① 第４条第２号において引用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律の条項番号のずれを改める。 
② 生活介護の利用について利用料金制を導入するため、利用料金に関する規定を追加す

る。 

 (2) 施行期日 令和６年４月１日 

 (3) 経過措置 改正後の使用料及び利用料金に関する規定は、施行日以後の利用に係る使用料

及び利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

議案第15号 野田市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

・第９期野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画の策定に伴い、第１号被保険者の令和６年

度から令和８年度までの保険料を改定するため、保険料に関する規定を整備しようとするも

の 

 (1) 主な改正内容 

 第１号被保険者の令和６年度から令和８年度までの保険料を改定する。 

 (2) 施行期日 令和６年４月１日 

 (3) 経過措置 改正後の保険料に関する規定は、令和６年度分の保険料から適用し、令和５年

度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

 

議案第16号 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の経

過措置期間の満了に伴い、関係条例の規定を整備しようとするもの 

(1) 主な改正内容 

① 野田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部改正 

ア 一般原則に虐待の防止及び情報の活用に関する規定を追加する。 

イ 市独自基準であった非常災害対策、衛生教育及び衛生管理等の規定について、省令で

規定されたことから削除する。 

  ② 野田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例の一部改正 

ア 一般原則に虐待の防止及び情報の活用に関する規定を追加する。 

イ 市独自基準であった非常災害対策及び衛生管理等の規定について、省令で規定された

ことから削除する。 

  ③ 野田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改   

正 
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ア 基本方針に虐待の防止及び情報の活用に関する規定を追加する。 

(2) 施行期日 令和６年４月１日 

 

議案第17号 野田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例の制定について 

・指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、関係規定を整備しようとするもの 

 (1) 主な改正内容 

① 指定介護予防支援事業者の対象拡大（第５条第２項を新設） 

② 記録媒体の規定の見直し（第７条第４項第２号の改正） 

③ 重要事項のウェブサイト掲載の義務化（第２４条第３項を新設） 

④ 身体的拘束等の適正化の推進（第３３条第２号の２及び第２号の３を新設） 

⑤ モニタリングの見直し（第３３条第１６号の改正） 

 (2) 施行期日 令和６年４月１日。ただし、③の改正は令和７年４月１日から施行する。 

 

議案第18号 野田市人権・男女共同参画推進審議会条例の制定について 

・人権教育及び人権啓発に関する施策並びに男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を一

体的に進めるため、野田市人権施策推進協議会及び野田市男女共同参画審議会を統合しよう

とするもの 

(1) 主な制定内容 

① 野田市人権・男女共同参画推進審議会を設置する。 

 ア 所掌事務 

  ・市長の諮問に応じ、本市の人権教育及び人権啓発に関する施策並びに男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画の策定及び変更並びに円滑な実

施の推進に関する事項について調査審議し、答申すること。 

・本市の人権教育及び人権啓発に関する施策並びに男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策に関して、市長に意見を述べること。 

イ 委員は、人権擁護委員を代表する者、野田市女性団体連絡協議会を代表する者等によ

り３３人（令和８年３月３１日までは３５人）以内で組織する。 

③ 野田市人権施策推進協議会設置条例及び野田市男女共同参画審議会条例を廃止する（

附則第２項による。）。 
④ 人権施策推進協議会の専門部会の調査審議事項であった野田市立福祉会館の運営に関

し調査審議するため、野田市立福祉会館設置及び管理に関する条例を一部改正（附則第

４項による。）し、福祉会館運営委員会を設置する。 

 ア 所掌事務 

・市長の諮問に応じ、福祉会館の円滑かつ適切な運営に関する事項について調査審議

し、答申すること。 
    ・福祉会館の円滑かつ適切な運営に関して、市長に意見を述べること。 
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   イ 委員は、人権擁護委員を代表する者等により９人以内で組織する。 
(2) 施行期日 令和６年４月１日 

 

議案第19号 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を

しようとするもの 

(1) 主な改正内容 

第２条第１号のひとり親家庭等の父母等の定義において引用する配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関する法律の一部が改正され、現行法第１０条第１項第２号に規定さ

れている退去命令が、新法第１０条の２に退去等命令として規定されることから、同条を規

定に加えるもの 

(2) 施行期日 令和６年４月１日 

 

議案第20号 野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定について 

・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に

関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするもの 

(1) 改正内容 

① 特定教育・保育施設における重要事項の掲示の規定において、書面掲示に加え、インタ

ーネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならないこととするもの 

② 特定教育・保育施設が特別利用教育を提供する場合の第６条第２項の規定の適用におい

て、同項中「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項におい

て同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用教育を提供している施設に限

る。以下この項において同じ。）」と読み替えるもの 

③ 電磁的記録等の規定において、「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体｣

に改める。 

(2) 施行期日 公布の日。ただし、①の改正は、令和６年４月１日から施行する。 

 

議案第21号 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例の制定について 

・児童福祉法等の一部を改正する法律による児童福祉法の一部改正に伴い、関係条例の規定を

整理しようとするもの 

(1) 主な改正内容 

① 野田市立こだま学園の設置及び管理に関する条例の一部改正 

  引用する児童福祉法の条項番号のずれを改めるとともに、「福祉型児童発達支援セン

ター」を「児童発達支援センター」に改める。 

② 野田市立あさひ育成園の設置及び管理に関する条例の一部改正 

  引用する児童福祉法の条項番号のずれを改めるとともに、「福祉型児童発達支援セン
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ター」を「児童発達支援センター」に改める。 

③ 野田市障がい者福祉手当支給条例の一部改正 

  引用する児童福祉法の条項番号のずれを改める。 

 (2) 施行期日 令和６年４月１日 

 

議案第22号 野田都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業施行に関する条例を廃

止する条例の制定について 

・次木親野井特定土地区画整理事業が完了したことに伴い、同事業の施行に関し必要な事項を

定めた条例を廃止しようとするもの 

  施行期日 令和６年４月１日 

 

議案第23号 野田市水道事業の設置等に関する条例及び野田市下水道事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 

・地方自治法の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするもの 

(1) 改正内容 

議会の同意を要する賠償責任の免除の根拠規定について、地方自治法第２４３条の２の８

第８項に改める。 

(2) 施行期日 令和６年４月１日 

 

議案第24号 野田市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

・生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律による水道法の一部改

正に伴い、所要の改正をしようとするもの 

(1) 改正内容 

第４条第１項、第３２条第２項及び第３５条第１号中「厚生労働省令」を「国土交通省令」 

に改める。 

 (2) 施行期日 令和６年４月１日 

 

議案第25号 野田市斎場の指定管理者の指定について 

・野田市斎場の指定管理者として、シナネンアクシア株式会社を指定しようとするもの 

 公の施設の名称  野田市斎場 

指
定 
管
理
者 

 所 在 地 
 東京都新宿区新宿四丁目３番１７号  

 ＦＯＲＥＣＡＳＴ新宿ＳＯＵＴＨ６階 

 名   称 
 シナネンアクシア株式会社 

  代表取締役 中込 太郎 

 指 定 の 期 間  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 
 

議案第26号 野田市立あすなろ職業指導所の指定管理者の指定について 

 ・野田市立あすなろ職業指導所の指定管理者として、社会福祉法人はーとふるを指定しようと

するもの 
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 公の施設の名称  野田市立あすなろ職業指導所 
指
定 
管
理
者 

 所 在 地 千葉県野田市船形３１０番地 

 名   称 
社会福祉法人はーとふる 

理事長 小林 公平 

 指 定 の 期 間  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

議案第 27 号 野田市楽寿園の指定管理者の指定について 

・野田市楽寿園の指定管理者として、社会福祉法人野田みどり会を指定しようとするもの 

 公の施設の名称  野田市楽寿園 
指
定 
管
理
者 

 所 在 地 千葉県野田市鶴奉２７０番地の５ 

 名   称 
 社会福祉法人野田みどり会 

  理事長 遠山 康雄 

 指 定 の 期 間  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
 

議案第28号 野田市岩木小学校老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について 

 ・野田市岩木小学校老人デイサービスセンターの指定管理者として、社会福祉法人野田みどり

会を指定しようとするもの 

 公の施設の名称  野田市岩木小学校老人デイサービスセンター 
指
定 
管
理
者 

 所 在 地 千葉県野田市鶴奉２７０番地の５ 

 名   称 
 社会福祉法人野田みどり会 

  理事長 遠山 康雄 

 指 定 の 期 間  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
 

議案第29号 野田市立こだま学園及び野田市立あさひ育成園の指定管理者の指定について 

 ・野田市立こだま学園及び野田市立あさひ育成園の指定管理者として、社会福祉法人はーとふ

るを指定しようとするもの 

 公の施設の名称 野田市立こだま学園 

 野田市立あさひ育成園 
指
定 
管
理
者 

 所 在 地 千葉県野田市船形３１０番地 

 名   称 
社会福祉法人はーとふる 

理事長 小林 公平 

 指 定 の 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

議案第30号 野田市立せきやど図書館及び野田市関宿コミュニティ会館の指定管理者の

指定について 

 ・野田市立せきやど図書館及び野田市関宿コミュニティ会館の指定管理者として、株式会社図

書館流通センターを指定しようとするもの 
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 公の施設の名称  野田市立せきやど図書館 

 野田市関宿コミュニティ会館 
指
定 
管
理
者 

 所 在 地 東京都文京区大塚三丁目１番１号 

 名   称 
 株式会社図書館流通センター 

  代表取締役 谷一 文子 

 指 定 の 期 間  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
 

議案第31号 令和５年度野田市一般会計補正予算（第１２号） 

 

議案第32号 令和５年度野田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

議案第33号 令和５年度野田市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

議案第34号 令和５年度野田市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

 


